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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役前川彩香は、当社の財務報告に係る内部統制の整備、及び運用について責任を有しており、財務報告に

係る内部統制の基本方針に準拠して財務報告にかかわる内部統制を整備、運用しております。

 
２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和８年３月31日を基準日として行われており、評価

にあたって当社は子会社・関連会社を保有していない為、当社のみを評価対象とし、一般に公正妥当と認められる財

務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

評価にあたっては、財務報告全般に重要な影響を及ぼす以下を対象としております。

 
(1)決算・財務報告プロセス

・全社レベルの評価範囲：当社

全社的な内部統制と同様の理由により、当社のみを評価対象とする

・個別の業務プロセスの評価範囲：固定資産の評価、税効果、棚卸資産

当社は事業特性として総資産に占める固定資産の割合が大きくなるため、事業目的に大きく関わる勘定科目として

固定資産の評価を評価対象とした。また、税効果についても会計上の見積項目であり経営者の判断を伴うものである

ため評価対象とした。

事業目的に大きく関わる科目として棚卸資産を、決算・財務報告プロセスの一環で評価対象とする。

 
(2)業務プロセス

・評価範囲：売上高、売掛金、前受金

評価対象とする事業拠点は、各事業部の売上高の金額の高いものから合算していき売上高の概ね２／３程度を超え

るPilatesK(52.8％)とロイブ事業部(44.4％)を対象とする。

なお、売上高のうち概ね５％以下となるライセンス売上及びECサイト売上は財務報告に対する影響の重要性も僅少

なものとして評価対象から外しております。

 

３ 【評価結果に関する事項】

　上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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